
研
究
論
文末
代
皇
帝
御
書
の
機
能
と
社
会

－
孝
宗
「
太
白
名
山
碑
」
　
（
東
福
寺
蔵
）
　
を
め
ぐ
っ
て

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
三
館
秘
閣
六
闇
・
天
童
山
・
阿
育
王
山

一
．
は
じ
め
に
ー
「
太
白
名
山
碑
」
概
要

「
宋
孝
宗
御
書
太
白
名
山
四
大
字
」
　
（
東
福
寺
蔵
、
図
1
、
以
下
「
太
白
名
山

碑
」
）
　
は
、
聖
一
国
肺
門
爾
弁
円
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
〇
）
　
が
入
末
の
お
り
嘉

禎
元
年
（
一
二
三
五
、
南
末
端
平
二
年
）
　
四
月
～
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
、
南

宋
淳
祐
元
年
）
　
六
月
請
来
し
た
と
さ
れ
る
碑
拓
で
あ
る
。
こ
の
碑
拓
に
つ
い
て

は
、
東
福
寺
普
門
院
の
蔵
書
目
録
に
、
多
く
の
宋
版
書
籍
と
並
ん
で
「
径
山
善図1「宋孝宗御書太白名山

四大字」（東福寺）

塚
　
本
　
麿
　
充

額
等
、
歴
代
法
帖
」
が
著
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）

ま
で
に
は
他
の
宋
柘
碑
本
同
様
に
東
福
寺
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
「
太
白

名
山
碑
」
は
、
全
体
を
筆
で
こ
す
る
よ
う
に
し
て
と
ら
れ
た
髭
蝋
の
拓
本
で
、

日
本
に
伝
わ
る
宋
拓
本
の
技
術
的
基
準
作
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
、
雄
渾
な
筆

法
で
か
か
れ
た
「
太
白
名
山
」
　
の
四
字
は
、
南
末
の
大
字
書
法
の
あ
り
か
た
を

伝
え
る
重
要
資
料
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
書
法
史
上
は
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。

縦
一
八
七
・
九
c
m
、
横
八
四
二
一
c
m
に
も
な
る
こ
の
巨
大
な
碑
の
拓
本
は
、

碑
額
に
「
御
書
」
の
二
文
字
と
雲
龍
瑞
華
紋
、
中
央
四
文
字
の
な
か
に
「
御
書

之
賓
」
印
、
そ
の
上
に
「
賜
天
童
山
」
　
の
文
字
が
記
さ
れ
る
。
「
太
白
山
」
と

は
、
本
碑
が
下
賜
さ
れ
た
折
江
省
天
童
山
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
御
書
碑
下
賜

の
由
来
に
つ
い
て
は
、
下
に
付
さ
れ
た
了
朴
自
身
の
文
や
模
鎗
「
天
童
山
千
悌

閣
記
」
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
親
王
憧

（
一
一
四
六
～
一
一
八
〇
）
　
は
天
童
山
景
徳
寺
僧
慈
航
了
朴
を
気
に
入
り
「
暇

日
来
港
」
し
て
累
日
去
る
に
忍
び
な
か
っ
た
た
め
、
父
孝
宗
へ
　
「
太
白
山
図
」

を
以
て
進
上
し
、
少
保
右
丞
相
永
国
公
史
浩
（
二
〇
六
～
一
一
九
四
）
　
の
奏
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講
を
経
て
、
淳
興
五
年
　
（
一
一
七
八
）
　
辰
翰
大
書
「
太
白
名
山
」
が
下
賜
さ
れ

た
と
い
う
　
（
年
表
4
4
）
。
了
朴
は
辰
翰
を
賜
る
と
寺
門
の
上
に
　
「
雲
章
閣
」
を

建
て
こ
れ
を
刻
し
て
掲
げ
、
真
蹟
は
方
丈
に
別
に
一
闇
を
な
し
て
保
存
し
た
。

現
存
す
る
東
福
寺
の
　
「
太
白
名
山
碑
」
は
石
碑
か
ら
の
拓
本
で
あ
る
た
め
、
御

書
は
真
蹟
の
他
に
刻
石
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
拓
本
が
と
ら
れ
た
も
の
が
本
作
で
あ

ろ
う
。す

で
に
北
末
の
入
宋
僧
成
尋
　
（
一
〇
二
～
一
〇
八
一
）
　
は
、
滞
在
し
て
い

た
開
封
太
平
興
国
寺
伝
法
院
に
お
い
て
太
宗
皇
帝
、
真
宗
皇
帝
の
御
書
碑
を
実

見
し
、
そ
れ
が
三
階
大
開
の
中
に
そ
び
え
る
高
二
丈
の
碑
で
あ
た
こ
と
を
記
録

し
て
い
る
　
（
年
表
2
6
）
。
こ
れ
と
較
べ
る
と
　
「
太
白
名
山
碑
」
は
約
三
分
の
一

の
大
き
さ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
宋
皇
帝
御
書
碑
の
巨
大
さ
と
そ
の
気
宇
の
大

き
さ
を
伝
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
御
書
の
下
賜
と
拓
本

化
は
、
末
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
意
義
を
も
っ
て
行
わ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
様
式
変
遷
中
心
の
書
法
史
や
絵
画
史
研
究
で
は
、
少

数
の
解
説
を
の
ぞ
い
て
、
「
太
白
名
山
碑
」
が
南
宋
社
会
に
お
い
て
果
た
し
て

い
た
役
割
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
前
半
に
お
い
て
、
皇
帝
の
御
書
の
社
会
的
機
能
に
つ
い
て
年
表
を
中
心
に

詳
し
く
考
察
し
、
後
半
に
「
太
白
名
山
碑
」
自
体
の
問
題
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。
本
作
品
が
宋
代
社
会
に
お
い
て
固
有
の
意
味
と
役
割
を
も
ち
、
ま
た
日
本

に
講
来
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の
南
宋
宮
廷
の
意
味
を
離
れ
、
禅
林
墨
跡

と
し
て
の
新
し
い
意
味
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目

的
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ま
ず
「
太
白
名
山
碑
」
　
の
書
風
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら

始
め
た
い
。

二
．
宋
代
皇
帝
御
書
の
変
遷
と
孝
宗
書
風

「
太
白
名
山
碑
」
は
南
宋
二
代
皇
帝
孝
宗
　
（
一
　
二
ヒ
～
一
九
四
、
在
位

一
六
二
～
一
一
八
九
）
　
の
御
書
で
あ
る
。
両
宋
三
百
年
間
に
見
ら
れ
る
顕
著

な
特
徴
の
一
つ
に
、
皇
帝
が
皆
な
書
を
よ
く
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
孝
宗

も
そ
う
し
た
皇
帝
の
一
人
で
あ
る
が
、
宋
代
に
書
法
を
よ
く
す
る
皇
帝
が
多
く

生
ま
れ
た
理
由
に
は
、
上
大
夫
の
文
化
が
皇
室
に
及
ん
で
皇
帝
自
ら
が
文
人
化

し
、
文
化
的
自
己
表
象
の
手
段
と
し
て
の
書
法
が
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
そ
れ
は
土
大
夫
文
化
の
成
熟
と
と
も
に
、
皇
帝
の
書
風
が
変
化
し
て

い
く
こ
と
か
ら
も
窺
え
よ
う
。

宋
初
の
御
書
を
特
徴
付
け
る
の
は
飛
白
書
で
あ
る
∩
）
三
皇
帝
（
太
宗
、
真
宗
、

仁
宗
）
　
は
み
な
飛
白
を
よ
く
し
、
そ
れ
は
唐
代
か
ら
続
く
皇
帝
を
表
象
す
る
機

能
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
日
本
で
は
空
海
に

ょ
っ
て
飛
自
書
　
（
図
2
）
　
は
嵯
峨
天
皇
に
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
背
景
に
は
大

陸
で
、
飛
白
が
皇
帝
の
書
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。

そ
の
後
日
本
で
飛
自
書
は
変
容
を
遂
げ
つ
つ
、
そ
の
本
来
も
っ
て
い
た
隷
書
の
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図2　空海「真言七祖像賛」（善無
畏像、部分）（東寺）



図3　徴宗「瑞鶴図巻」並御書（遼寧省博物館）

筆
法
を
失
い
、
次
第
に
装
飾
的
に
な
り
な
が
ら
、
宮
中
の
扁
額
を
飾
っ
て
い
く

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
扁
額
が
日
本
で
成
立
す
る

十
～
十
一
世
紀
ご
ろ
、
同
時
代
の
北
宋
の
宮
廷
も
、
唐
の
皇
帝
を
模
倣
す
る
、

北
宋
皇
帝
自
身
に
よ
る
飛
白
書
で
飾
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
は
、

ま
さ
に
飛
白
の
時
代
と
も
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
宋
初
に
お
け
る
飛
白
は
、
そ
の
工
具
の
継
承
に
も
見
ら
れ
る
。

太
宗
　
（
九
三
〇
～
九
九
七
、
在
位
九
七
六
～
九
九
七
）
　
が
御
書
を
な
す
筆
は
当

時
か
ら
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
大
中
祥
符
二
年
　
二
〇
〇
九
）
　
に
は

そ
の
鍾
文
紅
管
筆
が
下
賜
さ
れ
　
（
年
表
7
）
、
同
五
年
　
（
一
〇
」
　
▲
）
　
に
も
近

臣
が
そ
の
筆
を
見
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
　
（
史
料
8
）
。
確
か
に
飛
自
書
を
為

す
に
は
木
へ
ラ
の
よ
う
な
特
殊
な
工
具
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
真
宗

（
九
六
八
～
一
〇
二
二
、
在
位
九
九
七
～
▲
“
〇
二
　
▲
）
　
崩
御
間
も
な
い
乾
興
元

年
　
（
一
〇
二
一
）
　
三
月
、
仁
宗
　
（
一
〇
一
〇
～
一
〇
六
三
、
在
位
一
〇
二
三
～

一
〇
六
三
）
　
が
真
宗
霊
御
前
に
並
べ
ら
れ
た
、
お
そ
ら
く
は
真
宗
遺
愛
の
品
で

あ
ろ
う
木
皮
「
飛
自
筆
」
を
執
る
と
忽
ち
の
う
ち
に
飛
白
書
を
な
し
て
分
賜
し
、

そ
の
こ
と
が
仁
宗
一
代
の
飛
白
書
下
賜
の
開
頭
と
な
っ
た
と
い
う
逸
話
か
ら
も

窺
え
る
　
（
年
表
H
）
。

こ
の
よ
う
な
皇
帝
飛
白
の
製
作
は
仁
宗
朝
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
末
代
皇
帝
を

象
徴
す
る
も
の
と
し
て
遼
興
宗
に
も
贈
ら
れ
て
い
る
。
次
代
の
神
宗
　
（
▲
〇
四

八
～
一
〇
八
五
、
在
位
一
〇
六
七
～
一
〇
八
＃
）
、
哲
宗
　
（
J
〇
七
六
～
一
一

〇
〇
、
在
位
一
〇
八
五
～
一
一
〇
〇
）
　
に
も
飛
白
の
製
作
は
確
認
で
き
る
が
そ

の
制
作
は
次
第
に
低
調
に
な
り
、
次
代
の
徴
宗
　
（
．
〇
八
二
～
　
　
三
五
、

在
位
一
一
〇
〇
～
一
一
二
五
）
　
朝
に
至
っ
て
御
書
は
痩
金
体
へ
と
変
化
す
る

（
図
3
）
。
飛
自
体
は
荘
厳
で
あ
る
け
れ
ど
も
硬
く
装
飾
性
に
流
れ
が
ち
で
あ
る

12
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図4　高宗「徴宗文集序」（個人）

の
に
対
し
て
、
痩
金
体
は
よ
り
芸
術
性
が
高
く
、
か
つ
士
大
夫
書
風
の
よ
う
に

感
情
を
完
全
に
露
出
す
る
こ
と
も
な
い
。
ま
さ
に
新
し
い
皇
帝
を
あ
ら
わ
す
の

に
ふ
さ
わ
し
い
書
風
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

南
末
に
至
る
と
皇
帝
御
書
は
再
び
変
化
す
る
。
南
宋
初
代
皇
帝
高
宗
趨
構

（
一
一
〇
七
～
二
八
七
、
在
位
一
一
二
七
～
一
六
二
）
　
は
徽
宗
の
九
男
と

し
て
生
ま
れ
、
本
来
は
帝
位
に
就
く
予
定
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
若
年

は
徽
宗
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
文
人
文
化
に
触
れ
て
書
は
黄
庭
堅
を
学
び
、
自

由
な
文
人
尚
意
書
風
を
吸
収
し
て
い
た
。
し
か
し
靖
康
の
変
の
後
ち
擁
立
さ
れ

て
急
速
即
位
す
る
と
、
皇
帝
に
ふ
さ
わ
し
く
、
か
つ
　
「
御
筆
相
乱
」
を
ふ
せ
ぐ

た
め
と
い
う
理
由
で
黄
庭
堅
風
を

廃
し
、
六
朝
の
錘
額
に
学
ぶ
典
雅
で

擬
古
的
な
書
体
を
確
立
し
た
　
（
図

4
）
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
見
た
目

が
復
古
的
で
美
し
く
、
代
筆
し
や
す

い
う
え
、
一
見
し
て
特
定
の
個
人
の

書
風
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
ま
た

線
の
か
す
れ
等
に
よ
る
微
妙
な
感
情

表
現
を
伴
わ
な
い
。
士
大
夫
た
ち
の

審
美
要
求
に
適
合
し
な
が
ら
も
皇
帝

御
書
に
ふ
さ
わ
し
い
特
徴
を
備
え
た

書
体
と
言
え
よ
う
。
こ
の
御
書
体
は

南
末
の
新
し
い
規
範
と
な
り
、
以
後

皇
室
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と

、

　

■

　

・

・

な
る
の
で
あ
る
。

図5　孝宗「蓬箇睡起掛」（台北・故宮博物院）

－13－



高
宗
に
は
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
太
祖
七
世
の
孫
に
あ
た
る
遭
啓
が
選
ば

れ
て
禁
中
で
育
て
ら
れ
た
。
第
二
代
孝
宗
で
あ
る
。
そ
の
現
存
す
る
作
品
は
少

な
い
が
、
研
究
史
上
は
、
高
宗
と
孝
宗
書
風
の
差
異
が
議
論
さ
れ
、
高
宗
書

風
を
や
や
豊
か
に
丸
み
を
お
ぴ
た
も
の
が
、
孝
宗
の
書
風
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
書
風
は
、
「
孝
宗
吾
は
家
庭
の
法
度
あ
り
」
と
言
わ
れ
、
幼
年
か
ら
過
ご

し
た
宮
中
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た
高
宗
御
書
の
書
風
を
継
承
し
た
も
の
と
言
え

よ
う
　
（
図
5
）
。

こ
の
よ
う
な
宋
代
御
書
の
伝
統
の
上
に
孝
宗
書
風
は
誕
生
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
「
太
白
名
山
碑
」
は
大
字
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
書
風
と
は
ま
た
異
な
っ
た

特
徴
を
も
つ
。
で
は
そ
の
書
風
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
中
国

本
土
に
は
そ
の
他
に
も
孝
宗
御
書
碑
原
石
が
現
存
し
て
い
る
。
今
比
較
を
行
う

こ
と
で
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
特
徴
を
確
認
し
た
い
。

「
韓
世
忠
神
道
碑
」
（
現
碑
江
蘇
省
呉
県
、
図
6
）
は
淳
黙
三
年
（
一
一
七
六
）

に
南
末
の
名
将
で
あ
っ
た
韓
世
忠
（
一
〇
八
九
～
一
一
五
一
）
墓
所
神
道
に
賜

っ
た
孝
宗
御
書
碑
で
あ
る
　
（
年
表
聖
。
功
臣
に
神
道
碑
を
賜
う
こ
と
は
秦
櫓

（
一
〇
九
〇
～
一
一
五
五
）
　
の
例
（
年
表
翌
を
初
め
と
し
て
多
く
見
受
け
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
死
後
二
十
年
近
く
後
に
な
っ
て
御
書
神
道
碑
を
賜
っ
た

理
由
は
、
韓
世
忠
が
抗
金
主
戦
派
で
あ
り
、
秦
槍
没
後
の
孝
宗
朝
に
至
っ
て
よ

う
や
く
そ
の
名
誉
を
回
復
さ
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
こ
の
碑
に
は
御
書
題
額
十
字

の
中
央
に
孝
宗
御
殿
で
あ
る
「
遺
徳
殿
書
」
　
の
御
璽
が
押
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
「
石
湖
碑
」
　
（
現
碑
江
蘇
省
呉
県
、
図
7
）
　
は
、
花
成
大
　
（
一
二
一
六
～
一

一
九
三
）
　
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
由
来
は
御
書
の
下
に
つ
け
ら

れ
た
花
成
大
自
身
に
よ
る
由
来
記
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
故
地

蘇
州
石
湖
に
建
て
た
別
壁
に
、
淳
欧
州
十
五
年
（
一
一
人
八
）
　
に
下
賜
さ
れ
孝
宗

図6「韓世忠神道碑」（江蘇省呉県）図7「石湖碑」（江蘇省呉県）
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御
書
二
字
を
刊
石
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
年
表
4
9
）
。
中
央
に
は
「
御
書
之
賓
」

が
押
さ
れ
、
「
太
白
名
山
碑
」
と
同
一
印
で
あ
る
。
特
徴
の
あ
る
左
払
い
や
横

画
の
角
度
な
ど
か
ら
は
　
「
太
白
名
山
碑
」
と
同
じ
工
具
と
筆
写
者
を
予
想
さ

せ
よ
う
。
ま
た
そ
の
立
石
の
ス
タ
イ
ル
も
共
通
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
太
白

名
山
碑
」
が
確
か
に
当
時
大
量
に
下
賜
さ
れ
た
孝
宗
御
書
碑
の
典
型
的
ス
タ
イ

ル
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
花
成
大
は
こ
の
よ
う
な
新
し

い
皇
帝
の
書
体
に
つ
い
て
、
古
代
の
書
法
と
さ
れ
た
　
「
神
南
碑
」
　
（
ま
た
は

「
的
峻
碑
」
　
「
丙
碑
」
現
存
漸
江
紹
興
市
禽
稽
山
）
　
と
の
類
似
を
述
べ
て
お
り
、

起
筆
、
終
筆
な
ど
の
明
確
な
筆
法
を
使
わ
ず
、
筆
の
勢
い
で
雄
渾
に
描
き
出
す

よ
う
な
本
作
の
よ
う
な
書
風
が
、
当
時
の
人
に
と
っ
て
斬
新
な
書
体
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
書
体
は
そ
れ
ま
で
の
飛
白
や
顔
真
卿
書
に
よ
る
大

字
と
大
い
に
区
別
さ
れ
、
南
宋
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
後
の
張
即
之
や

無
準
師
範
の
書
風
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
末
代
皇
帝
の
御
書
が
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
、
孝
宗
御
書

が
そ
の
流
れ
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
　
「
太
白
名
山

碑
」
が
南
宋
社
会
に
あ
っ
て
は
、
皇
帝
御
書
の
生
産
と
い
う
文
脈
で
捉
え
ら
れ

る
べ
き
で
、
他
の
通
例
と
も
共
通
す
る
形
式
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

で
は
こ
れ
ら
の
御
書
は
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
流
通
し
、
立

石
拓
本
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
．
御
書
と
宋
代
の
社
会

末
代
の
史
書
を
ひ
も
と
く
と
、
皇
帝
の
書
を
賜
う
、
ま
た
は
そ
れ
を
展
観
し

群
臣
に
示
す
活
動
が
多
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
末
代
御
書
は
社

会
で
流
通
し
、
そ
れ
は
三
館
秘
閣
六
閣
と
よ
ば
れ
る
宮
廷
文
物
収
蔵
公
開
機
関

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
今
こ
こ
で
は
稿
末
に
付
し
た
年
表
を
も
と
に
、

皇
帝
御
書
を
　
（
一
）
　
親
筆
の
墨
蹟
、
（
二
）
　
額
棒
、
（
三
）
　
拓
本
、
に
分
け
て
論

を
す
す
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
　
ま
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
皇
帝
の
親
筆
で
あ
る
。
皇
帝
の

御
書
は
佳
節
や
、
功
臣
が
罷
職
し
て
帰
郷
す
る
時
、
新
進
士
の
及
第
や
先
帝
を

顕
彰
す
る
大
々
的
な
文
化
事
業
が
行
わ
れ
る
際
な
ど
に
、
近
臣
や
学
士
に
下
賜

さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
古
詩
や
臣
下
を
讃
え
る
文
句
、
ま
た
実
用
的
な
も
の
と

し
て
新
纂
な
っ
た
書
物
の
序
な
ど
が
あ
る
。
太
宗
は
近
臣
に
む
け
て
故
事
を
ひ

き
な
が
ら
勧
戒
の
意
を
示
す
御
書
を
賜
う
こ
と
が
多
く
、
真
宗
朝
の
観
書
会
に

お
い
て
は
　
「
太
宗
故
事
御
書
は
皆
な
監
戒
」
　
で
あ
っ
た
と
い
う
感
想
が
残
っ
て

い
る
。
ま
た
高
宗
は
　
「
車
攻
詩
」
　
「
遭
売
国
伝
」
と
い
っ
た
夷
秋
と
の
戦
い
の

故
事
を
多
く
下
賜
し
、
国
土
回
復
の
意
思
を
臣
下
に
示
し
た
こ
と
に
も
挙
げ
ら

れ
る
よ
う
に
　
（
年
表
3
1
、
3
3
、
3
4
）
、
御
書
の
下
賜
は
そ
の
時
々
の
政
治
的
課

題
と
皇
帝
の
意
思
を
宣
示
す
る
手
段
で
も
あ
っ
た
。

一
方
御
書
を
受
け
た
臣
下
は
、
闇
を
建
て
そ
れ
を
奉
安
す
る
例
が
多
く
み
ら

れ
る
。
劉
簿
　
（
九
七
〇
～
一
〇
三
〇
）
　
が
庭
州
に
真
宗
御
書
を
奉
安
す
る
殿

を
建
て
た
こ
と
　
（
年
表
1
3
）
　
や
仁
宗
御
書
闇
を
第
中
に
建
て
た
張
士
遜
　
（
九
六

四
～
一
〇
四
九
）
　
（
年
表
1
4
）
、
ま
た
仁
宗
御
書
を
得
た
文
彦
博
　
（
一
〇
〇
六
～
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▲
〇
九
七
）
は
閲
を
建
て
そ
れ
を
奉
安
し
た
（
年
表
2

8
）
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
北
朱
の
皇
帝
権
と
そ
れ
に
連
な
る
自
身
の
正
当
性
を
、

御
書
閣
の
建
設
で
象
徴
的
に
顕
示
す
る
も
の
と
言
え
、
現
在
で
も
各
地
に
御
書

閣
が
現
存
し
て
い
る
（
図
町
）
。
ま
た
特
に
徽
宗
朝
以
降
に
は
私
第
に
御
書
闇

を
建
て
る
こ
と
が
流
行
し
た
（
年
表
2
9
）
。
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
な
御
書
闇
の

建
設
は
国
外
に
お
い
て
も
行
わ
れ
、
例
え
ば
嘉
祐
七
年
二
〇
六
二
）
西
夏
毅

宗
（
」
〇
四
七
～
．
川
〇
六
七
、
在
位
一
〇
凹
八
～
一
〇
六
七
）
は
、
仁
宗
に
上

表
し
て
太
宗
の
御
製
詩
草
、
隷
書
石
本
を
求
め
、
書
間
を
建
て
て
宝
蔵
せ
ん
と

し
た
と
い
う
（
年
表
2
2
）
。
当
時
西
夏
は
達
と
の
複
雑
な
関
係
上
も
、
北
宋
と

よ
り
友
好
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
欲
し
て
い
た
。
毅
宗
は
太
宗
御
書
闇
の
建

設
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
親
宋
政
策
を
国
内
外
に
宣
示
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

▲
方
、
皇
帝
崩
御
後
そ
の
御
書
は
収
集
の
対
象
に
な
っ
た
。
こ
の
役
割
を
担

っ
た
の
は
歴
代
各
皇
帝
の
御
書
御

図8　山東省霊岩寺御書閣（重建）

集
、
遺
愛
の
品
等
を
収
め
る
た
め

に
作
ら
れ
た
御
書
閥
で
あ
る
。
北

宋
未
ま
で
に
理
念
上
、
太
宗
　
（
龍

図
閣
）
、
真
宗
　
（
天
草
閣
）
、
仁
宗

（
宝
文
閣
）
、
神
宗
　
（
顕
講
閣
）
、
哲

宗
　
（
徽
猷
閣
）
、
徴
宗
　
（
敷
文
閣
）

と
次
々
と
建
設
さ
れ
た
御
書
闇
は
、

開
封
宮
城
の
西
辺
の
一
画
を
占
め
、

学
士
も
お
か
れ
て
、
秘
闇
と
並
ん

で
末
代
に
お
け
る
文
物
公
開
の
主

要
な
舞
台
と
し
て
機
能
し
て
い
っ
た
。
南
末
に
な
る
と
紹
興
十
年
（
一
一
四
〇
）

臨
安
に
天
章
閣
が
建
て
ら
れ
、
そ
こ
に
北
宋
以
来
の
諸
闇
は
包
括
さ
れ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
南
宋
岳
珂
　
（
二
八
二
～
一
二
三
四
）
　
『
賓
真
療
法
書
賛
』
　
巻

一
「
歴
代
帝
王
帖
」
　
に
は
宋
太
祖
か
ら
寧
宗
に
至
る
歴
代
皇
帝
御
書
が
詳
細

に
著
録
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
御
書
の
内
容
を
み
て
み
る
と
、
「
太
宗

皇
帝
古
詩
御
書
」
　
「
徴
宗
皇
帝
秋
賦
御
書
」
　
な
ど
の
詩
を
は
じ
め
、
「
仁
宗
皇

帝
浄
字
御
漠
腰
書
」
　
「
神
宗
皇
帝
龍
字
御
漢
健
吾
」
　
な
ど
の
臣
下
に
賜
う
書
、

ま
た
　
「
太
宗
皇
帝
南
牙
謝
熊
白
状
」
　
「
徴
宗
皇
帝
侍
旨
御
批
」
　
「
高
宗
皇
帝
馬

政
兵
事
手
札
御
書
」
　
な
ど
の
御
批
を
施
し
た
政
治
文
書
　
に
至
る
ま
で
多
岐
に

わ
た
る
御
書
が
収
集
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
さ
に

太
宗
崩
御
後
の
威
平
五
年
　
（
一
〇
〇
二
）
、
真
宗
に
よ
っ
て
　
「
太
宗
の
題
記
、

時
事
片
幅
、
半
紙
屏
扇
の
書
な
ど
す
べ
て
表
具
し
て
保
存
せ
よ
」
と
言
わ
れ
、

諸
州
に
太
宗
御
書
の
献
上
が
詔
さ
れ
た
よ
う
に
　
（
年
表
6
）
、
皇
帝
の
親
筆
は

崩
御
後
す
べ
て
が
御
書
閣
を
中
心
に
、
収
蔵
と
鑑
賞
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。御
書
の
収
集
と
展
示
は
次
代
皇
帝
の
正
当
性
を
群
臣
に
示
す
重
大
な
文
化
事

業
で
あ
っ
た
か
ら
、
献
上
し
た
者
に
は
職
官
や
銀
絹
が
与
え
ら
れ
て
い
っ
た

（
年
表
参
照
）
。
例
え
ば
康
定
二
年
　
（
一
〇
四
一
）
　
真
宗
御
書
三
十
三
軸
を
献
じ

た
趨
永
徳
に
対
し
て
恩
州
刺
史
が
与
え
ら
れ
た
　
（
年
表
1
5
）
。
御
書
は
家
に
雷

蔵
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
、
そ
の
子
孫
か
ら
多
く
献
上
さ
れ
て
い
く
　
（
年
表
3
5
）
。

し
か
し
真
宗
御
書
に
つ
い
て
言
え
ば
、
皇
帝
崩
御
後
約
三
十
年
を
経
た
至
和
年

間
頃
に
は
す
で
に
収
集
の
飽
和
状
態
を
迎
え
た
よ
う
で
、
御
書
献
上
が
は
な
は

だ
多
い
事
が
言
わ
れ
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
御
書
収
集
に
よ
る
価
値
上
昇
は
、

民
間
に
お
い
て
御
書
の
売
買
の
風
潮
ま
で
を
も
生
ん
で
い
た
ら
し
い
　
（
年
表
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2
1
）
。
こ
こ
で
は
、
一
旦
民
間
に
下
賜
さ
れ
た
御
書
が
皇
帝
崩
御
後
そ
の
付
加

価
値
を
増
大
さ
せ
な
が
ら
、
再
び
大
量
に
宮
廷
に
回
流
し
て
い
く
様
子
が
想
像

で
き
る
。

靖
康
の
変
を
経
た
南
朱
で
は
、
前
述
　
『
賓
真
療
法
書
質
』
　
に
「
天
章
閣
」
　
の

印
の
あ
る
　
「
真
宗
皇
帝
御
製
宋
表
御
書
」
が
著
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
宮
廷
旧
蔵

の
御
書
は
多
く
民
間
に
流
失
し
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
復
興
期
の
文
化

事
業
と
し
て
太
宗
、
真
宗
、
仁
宗
、
徽
宗
、
欽
宗
な
ど
北
宋
皇
帝
御
書
が
精

力
的
に
収
集
さ
れ
て
い
く
　
（
年
表
4
6
、
及
び
＊
参
照
）
。
ま
さ
に
南
宋
宮
廷
に

お
い
て
最
も
熱
心
に
集
め
ら
れ
た
文
物
の
一
つ
は
、
図
画
、
古
器
と
と
も
に
、

北
宋
皇
帝
の
御
書
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
か
く
も
精
力
的
に
御

苦
が
収
集
さ
れ
た
理
由
は
、
そ
れ
が
宮
廷
文
物
展
観
の
場
で
あ
る
観
書
、
曝
書

会
に
お
い
て
、
不
可
欠
の
展
示
物
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

観
書
会
と
は
北
宋
初
期
か
ら
お
こ
な
わ
れ
、
三
館
秘
閣
六
闇
を
中
心
に
収
集

さ
れ
た
文
物
を
皇
帝
が
群
臣
と
と
も
に
観
じ
、
宋
朝
の
文
化
的
権
威
を
確
認
す

る
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
中
期
以
降
に
は
、
よ
り
祝
祭
的
な
曝
書
会
も
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
全
体
で
六
十
余
回
の
記
録
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
曝
書
会

は
南
末
で
も
引
き
続
き
行
わ
れ
、
そ
れ
は
次
第
に
国
家
の
威
信
を
か
け
た
大
規

模
な
活
動
と
な
っ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
紹
興
十
四
年
　
（
▲
　
▲
四
囲
）
、
新
秘
書
省
の
落
成
と
と
も
に
行
わ
れ

た
曝
書
会
で
は
　
（
年
表
3
6
、
3
7
）
　
高
宗
の
来
臨
を
仰
ぎ
、
群
臣
が
参
加
し
て
歴

代
御
苦
、
御
製
、
晋
唐
書
画
、
三
代
古
器
を
陳
し
、
あ
わ
せ
て
御
書
扇
、
筆
墨

な
ど
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
左
。
こ
の
時
高
宗
は
「
秘
府
の
書
籍
尚

お
少
な
し
、
宜
し
く
広
く
求
め
訪
ぬ
べ
し
」
と
言
い
、
こ
の
言
葉
に
呼
応
す
る

よ
う
に
、
そ
の
後
も
南
米
復
興
秘
閥
の
収
集
活
動
は
続
け
ら
れ
た
。
紹
輿
二
十

九
年
（
一
一
五
九
）
閏
六
月
に
は
、
通
常
歳
費
の
三
倍
以
上
の
一
千
貫
を
支

出
す
る
大
規
模
な
曝
書
会
が
開
催
さ
れ
（
年
表
3
9
）
、
お
そ
ら
く
こ
の
十
五
年

間
に
新
収
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
古
器
や
図
画
、
名
賢
墨
跡
に
加
え
、
祖
宗
御
書
が

展
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
観
者
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
紹
興
十
四
年
秘
書
省
曝
書
会
で
は
、

か
つ
て
紹
興
十
二
年
（
一
一
四
二
）
の
岳
飛
の
追
放
で
安
定
を
み
た
秦
櫓
体
制

の
成
立
を
祝
す
る
よ
う
に
、
百
官
を
率
い
て
高
宗
を
奉
迎
し
た
の
は
尚
書
左
僕

射
監
修
国
史
た
る
秦
槍
で
あ
り
、
ま
た
淳
配
州
五
年
（
一
一
七
八
）
孝
宗
が
秘
書

省
に
幸
す
と
、
紹
興
十
四
年
の
ご
と
く
に
曝
書
が
お
こ
な
わ
れ
、
秘
閣
の
東
西

壁
に
歴
代
御
書
、
高
宗
（
光
亮
太
上
皇
帝
）
の
琴
賊
を
以
っ
て
群
臣
に
示
し
、

さ
ら
に
翌
日
御
製
詩
を
賜
っ
た
の
は
宰
臣
史
浩
（
一
一
〇
六
～
一
一
九
四
）
で

あ
っ
た
（
年
表
4
3
）
。
こ
の
よ
う
に
南
宋
曝
書
会
に
お
け
る
重
要
な
文
物
の
観

者
は
、
皇
帝
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
列
す
る
宰
相
以
下
の
士
大
夫
た
ち
の

集
団
で
あ
り
、
彼
ら
が
文
物
の
展
観
と
、
そ
れ
に
伴
う
御
書
、
詩
文
の
応
酬
に

ょ
っ
て
、
そ
の
官
僚
秩
序
を
確
認
す
る
場
こ
そ
が
曝
書
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
文
物
展
観
の
場
に
お
い
て
不
可
欠
の
展
示
物
で
あ
り
、
そ
の
目
的

に
最
も
適
う
展
示
物
の
一
つ
が
、
収
集
さ
れ
た
歴
代
皇
帝
の
書
法
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

（
二
）
皇
帝
の
御
書
は
詩
や
文
章
だ
け
で
な
く
、
額
や
題
梓
も
、
下
賜
さ
れ

る
と
同
時
に
鑑
賞
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
た
。
開
封
宮
廷
に
お
け
る
文
教
を
司
る

二
大
機
関
で
あ
っ
た
翰
林
学
士
院
と
崇
文
院
秘
闇
に
は
そ
れ
ぞ
れ
太
宗
飛
白

「
玉
堂
之
署
」
、
「
秘
閣
」
額
並
び
に
序
賛
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
（
年
表
1
、
2
）
。

ま
た
国
家
祭
祀
を
行
う
重
要
な
殿
闇
、
明
堂
に
は
仁
宗
御
書
額
が
下
賜
さ
れ
た

（
年
表
1
9
）
。
こ
れ
以
外
に
も
、
大
中
祥
符
七
年
（
一
〇
一
四
）
降
臨
し
た
天
書
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を
納
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
玉
活
昭
応
宮
に
は
真
宗
御
書
額
が
（
年
表
9
）
、

歴
代
皇
帝
の
神
御
を
お
さ
め
る
景
霊
官
に
は
仁
宗
御
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（
年
表
2
3
）
。
ま
た
宮
廷
外
に
お
い
て
建
設
さ
れ
た
神
御
殿
や
御
書
閥
に
も
皇
帝

御
書
額
が
与
え
ら
れ
た
。
太
祖
神
御
殿
で
あ
る
太
平
興
国
寺
開
先
殿
（
年
表
1

8
）
、

真
宗
の
神
御
殿
で
あ
る
慈
孝
寺
崇
真
殿
（
年
表
1
2
）
、
太
宗
御
書
闇
で
あ
る
大

相
国
寺
御
書
閣
（
年
表
1

6
）
や
五
台
山
真
容
院
（
年
表
1
7
）
等
に
仁
宗
御
書

額
牌
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
先
帝
を
顕
彰
す
る
宮
廷
内
外
の
建
造

物
に
現
在
の
皇
帝
が
額
を
与
え
る
こ
と
で
、
宋
朝
の
歴
史
を
二
重
に
荘
厳
し
、

そ
の
治
世
の
記
念
す
る
意
義
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
仁
宗
神
御
殿
で
あ
る

孝
厳
殿
に
は
次
代
英
宗
に
よ
っ
て
御
書
牌
が
な
さ
れ
（
年
表
2
4
）
、
英
宗
神
御

殿
で
あ
る
英
徳
殿
に
は
そ
の
子
神
宗
に
よ
っ
て
御
書
牌
が
な
さ
れ
て
い
る
（
年

表
2
5
）
よ
う
に
、
先
代
皇
帝
の
神
御
殿
に
今
上
皇
帝
が
額
を
賜
い
そ
れ
を
群
臣

に
示
す
こ
と
は
、
皇
帝
権
継
承
の
意
義
も
持
っ
て
い
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

注
目
す
べ
き
は
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
事
前
の
展
観
を
と
も
な
い
、
題
額
が
建
築

に
掲
げ
ら
れ
た
後
で
も
、
碑
本
が
保
存
さ
れ
、
観
書
や
曝
書
会
の
場
で
繰
り
返

し
展
示
さ
れ
て
い
く
事
で
あ
る
（
年
表
2
7
等
）
。
こ
の
こ
と
は
御
書
額
が
単
な

る
書
法
や
標
識
で
は
な
く
、
宋
朝
の
文
化
的
持
続
力
を
宣
示
す
る
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
三
）
最
後
に
拓
本
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。
額
を
ふ
く
め
た
御
書
は
、
展

観
と
下
賜
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
刻
石
と
そ
れ
に
よ
る
拓
本
に
よ
っ
て

複
製
が
作
ら
れ
、
さ
ら
な
る
再
配
分
が
行
わ
れ
た
。
御
書
を
効
率
的
流
通
さ
せ

る
た
め
、
忠
実
な
複
製
で
あ
る
拓
本
は
最
善
の
方
法
で
あ
り
、
そ
の
特
性
が
最

も
発
揮
さ
れ
た
媒
体
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

宮
廷
御
書
額
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
翰
林
学
士
院
、
秘
闇
の
太
宗
飛
日
額
は

い
ず
れ
も
太
宗
三
体
書
、
賛
、
序
な
ど
と
あ
わ
せ
て
刻
石
さ
れ
て
拓
本
と
な
り
、

「
百
本
を
以
て
近
臣
に
分
賜
」
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
　
（
年
表
3
、
4
）
。
ま

た
仁
宗
の
明
堂
御
書
額
も
畢
刻
さ
れ
て
近
臣
に
分
賜
さ
れ
て
い
る
（
年
表
1
9
）
。

こ
の
御
書
「
玉
堂
之
署
」
　
「
秘
閣
」
　
「
明
堂
」
　
の
開
封
宮
城
に
お
け
る
最
も
重
要

な
殿
閥
の
額
は
、
実
際
に
掲
げ
ら
れ
、
近
臣
に
展
覧
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、

い
ず
れ
も
拓
本
が
作
ら
れ
、
さ
ら
に
分
配
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
碑
本
は

宋
室
の
南
涯
後
、
御
書
「
秘
閣
」
は
福
州
か
ら
、
「
秘
閣
賛
、
序
」
　
は
安
徽
宣

州
か
ら
探
し
出
さ
れ
、
「
明
堂
」
　
は
進
士
黄
朝
美
か
ら
南
宋
秘
閥
へ
と
献
上
さ

れ
て
い
る
　
（
年
表
4
6
、
4
7
、
3
0
）
。
開
封
の
宮
城
と
元
来
の
御
書
額
自
体
は
失

っ
て
も
、
拓
本
が
分
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
末
は
か
つ
て
の
御
書

額
の
担
っ
て
い
た
栄
光
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

御
書
が
限
ら
れ
た
近
臣
の
み
な
ら
ず
、
ひ
ろ
く
全
国
に
下
賜
さ
れ
こ
と
は
、

至
道
元
年
（
九
九
五
）
　
蓑
愈
に
命
じ
て
江
南
両
断
諸
州
に
図
書
を
尋
訪
さ
せ
た

際
に
、
書
籍
や
文
物
を
献
上
し
た
者
に
　
「
御
書
石
本
」
を
下
賜
し
、
太
宗
崩

御
後
の
至
道
三
年
　
（
九
九
七
）
　
六
月
、
太
宗
御
書
を
「
天
下
名
山
勝
境
」
　
に
賜

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
　
（
年
表
5
）
。
宋
初
に
お
い
て
す
で
に
御
書
は

ひ
ろ
く
江
南
に
ま
で
北
末
の
権
威
を
示
す
も
の
と
し
て
下
賜
さ
れ
、
そ
の
こ
と

が
く
し
く
も
南
未
に
お
い
て
今
は
失
わ
れ
た
北
宋
宮
廷
の
御
書
収
集
に
貢
献
し

た
と
も
言
え
よ
う
。

歴
代
皇
帝
の
御
書
は
親
筆
墨
本
だ
け
で
は
な
く
、
石
刻
し
て
複
製
を
作
る
こ

と
で
初
め
て
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
た
。
例
え
ば
天
草
闇
に
お
さ
め
ら
れ

た
真
宗
御
書
が
石
本
九
十
編
に
作
ら
れ
　
（
年
表
1
0
）
、
高
宗
が
繰
り
返
し
下
賜

し
た
御
書
「
尚
書
」
　
「
詩
経
」
　
「
左
伝
」
　
「
大
学
」
な
ど
の
儒
教
経
典
が
各
地
に

立
石
さ
れ
て
い
く
こ
と
、
ま
た
紹
興
二
十
九
年
の
南
宋
復
興
秘
闇
の
曝
書
会
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